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平成２８年美郷町議会第２回定例会議事日程 

             （第 ９ 号） 

平成２８年 ６月 ９日（木） 午前 ９時３０分 開会  

順序 事           件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 議案質疑 

議案第３６号 美郷町国民健康保険税条例の一部をする条例について 

議案第３７号 平成２８年度美郷町一般会計補正予算（第１号） 

議案第３８号 平成２８年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第３９号 平成２８年度美郷町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第４０号 平成２８年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第４１号 平成２８年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第

１号） 

議案第４２号 平成２８年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて（美郷町税条例等の一部

を改正する条例） 

議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて（美郷町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例） 

議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて（行政不服審査法の改正

に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例） 

議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度美郷町一

般会計補正予算（第７号）） 

議案第４７号 公の施設の指定管理者の指定について（簡易給水施設 １５施

設） 

議案第４８号 財産の取得について（土地及び定着物） 

報告第 １号 平成２７年度美郷町一般会計繰越明許費について 

３ 
発委の上程、説明、質疑、討論、表決 

発委第 ３号 美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 
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●西嶋議長 

お早うございます。 

全議員出席であります。 

これより会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番・岩根議員、６番・山本議

員を指名いたします。 

日程第２、議案質疑を議題といたします。 

これより、条例案及び予算案の議案第３６号から議案第４２号までの質疑に入ります。 

はじめに、議案第３６号、美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、

質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

２番、福島議員。 

●福島議員 

この国民保険の税率改正というのは、県合同になる共同機関になるということで、また

美郷町は県の標準に比べて低いということでありました。 

で、目標は大体３０年頃に、一応、一緒になるなのではなかろうかということで、それ

を目標に、税率改定を行っていくという趣旨でございますが、あと残された２８年、２９

年或いは３０年を含めても、後、２、３年しかありませんが、今回標準家庭において、ど

のくらい昨年に比べて上がっていくのか。 

また今後、標準家庭におかれて、どのくらいずつ上がっていくのか、お示し願いたいと

思います。 

●西嶋議長 

番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

福島議員の国保税についてのご質問にお答えいたします。 

なかなか比較が難しいところなんですけども、順を追って、ゆっくりと説明をさせてい

ただきたいと思います。 

まず広域化についてですけども、平成３０年の４月から、県の広域化ということが、既

に決定をしております。したがいまして、単独で運営するのが、２８年度、２９年度の２

年間ということになってまいります。本年の秋、１０月には、保険税、保険料、これの算

定システムというのが、県の方で導入をされる予定なってます。この算定システムにより

まして、まず、本年の秋には、保険税、保険料、実はこの保険税、保険料につきましてま

だどちらを使うかというのが決定しとりません。県内でも、今、保険料と保険税がだいた

い半々、若干保険料を使っている市町村が多いんですけども、これはまだ決定しておりま
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せんが、本年の１０月には、そのシステムを使って、まず仮算定を行って、標準の保険料

率を出すことになっております。この保険料率なんですけども、標準保険料率でいくのか、

標準保険料でいくのか。統一保険料でいくのか。統一保険料率でいくのか。この３つがあ

りますけども、これもまだ現在決まっておりません。ただ統一保険料につきましては、完

全に保険料を決めてしまうというパターンですので、これを使うと、所得の高い方も低い

方も同じ保険料ということになりますので、これはまず無いであろうということです。一

番濃厚なのは、統一保険料率。県内の市町村すべてが同じ料率を使うというものが、一番

今ところ濃厚というところですけども、標準保険料率というまだ可能性も残っています。

標準保険料率の場合は、一応、標準保険料率というものを県の方で、各自治体の標準を決

められます。ですので、自治体によって、多少金額が変わってくるということがございま

す。この標準保険料率を使うか、統一保険料率を使うかというところが、今後検討されて

いくということになってまいります。で、現在、県が示していますのが、標準保険料率で

す。各自治体において、このぐらいの標準保険料がいいだろうというのは示されておりま

す。 

今回、ご提案さしていただきましたのが、所得割と均等割と平等割のところでございま

すけども、所得割額については、９．３％というご提案をさしていただきました。この９．

３％は、現在県が示している標準保険料率になります。また、均等割と平等割ですけども、

県の方が、標準保険料率として示しているのが、２万９１８０円、これに対しまして、本

年度本町では、２万５０００円という設定をさせていただきました。だいたい４０００円

の差がございますので、今考えてるところではまた来年のところで、標準に近づけたいと

いうふうに思っているところです。平等割額につきましては、県の方が示している平等割

額が２万円でございます。これに対して今年度本町では１万８０００円という設定をさ

せていただきました。これにつきましても、来年度、近づけたいということで、例えば１

万９０００円とか徐々に近づけていくという、今、現在では考えを持っておりますが、本

年１０月に仮算定を行った場合に、どういった標準保険料率が出てくるかというのがま

だわかりませんので、変わってくる場合もございます。適宜それに対応していくという形

になろうかと思っております。 

それから、後段の質問で、どれくらい上がったかというところでございますけども、こ

れもちょっと単純に比較ができないんですけども、というのが、被保険者数が、昨年度と

今年度で違います。ですので、一番比較しやすいのが、一人当たりの保険料というところ

になると思いますけども、一人当たりの保険料でいきますと、昨年度の本算定が、９万２

６３４円、一人当たりの保険料です。今年度が、９万７９７５円ということで、一人当た

り５３４１円の増ということになっております。ただ、被保険者数が３９名、昨年と比べ

て減少しておりますので、全体の保険税、全体の額でいきますと、１３４万円ぐらいの増

加ということにとどまっております。以上です。 
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●西嶋議長 

他にありませんか。無いようですので議案第３６号の質疑を終わります。 

続きまして議案第３７号 平成２８年度美郷町一般会計補正予算第１号について質疑

を許します。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

６番、山本議員。 

●山本議員 

１つだけ、お尋ねをいたします。 

１１ページの総務管理費の中で、新エネルギー推進費のところでですね、３３０万の普

通旅費が、３３０万計上してありますが、この説明がなかったように思います。かなりの

金額ですので、内容をちょっとお知らせをいただきたいと思います。 

●西嶋議長 

番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

山本議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

この新エネルギーの推進費の中で上げております旅費ですが、これにつきましては、こ

の中でこの度プロポーザルの審査会等を進めるにあたって、審査会の委員さんである方

への連絡の調整であるとか、それから、その後の途中のですね、事業の進捗に応じてです

ね、東京等の出張等含めてですね、そういった経費をですね、３３０万として上げさせて

もらっています。以上です。 

●西嶋議長 

４番、藤原議員。 

●藤原議員 

今の関連ですけど、これですね、当初６８００万、その他委託として上がっとったはず

です。内容的にはですね、プロジェクトの統括関係で１３００万、或いはバイオマス発電

の詳細検討で２０００万、水力発電の基本調査で２０００万、余熱関連で１０００万、木

材供給体制の整備で５００万、合計６８００万だったと思いますけど、この５項目ある金

額が、これ変わってくるわけですけど、具体的にどのように変わった訳でしょうか。 

●西嶋議長 

番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

藤原議員さんのご質問にお答えします。 

委託料としましては、まず１６００万の減額です。内訳はプロジェクトの統括委託とい

うことで、こちらの分で１３００万減額をしております。そして、木材供給体制委託、こ

ちらの分を３００万減額をしてます。この減額に伴って１６００万を減額して、後、追加

として計上させてもらったこの委託の中に含まれておる、直営でやらせていただく分に
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ついてはプロポーザルの審査会が６２０万。そして、先ほど話しました旅費の部分で３３

０万。その他の事務経費としまして、需用費１０２万円、役務費４万円、委託料及び賃借

料これを２８万円。この度、それぞれバイオマスと水力発電についての事業費に相当する

ものにつきましては、それぞれバイオマスにつきましては１１００万。水力については１

０００万を上限としたプロポーザルの公募を進めていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

●西嶋議長 

１番、原議員。 

●原議員 

私もですね、先ほどの当初予算の６８００万の内訳がどのように変わったかというこ

とをですね、お聞きしたかった訳でございますけれども、ただ今説明がありました。 

ちょっとですね、説明を聞いただけではわかりませんので、また今後のこともあります

ので、できればですね、何かメモ的なものでもよろしゅうございますので、資料をですね、

また議員の方にですね、お配りを頂きたいというふうに思います。 

それでですね、私の方からは、先ほど国保条例の関係で、ご質問がありましたけれども、

今回の当初予算の方に、国保税の収入がですね、補正として上がっていない。このことは

ですね、また今度９月でやるのか、それとの仮算定が終わって正式にやるのか。その辺は

いかがでしょうか。 

●西嶋議長 

番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

原議員の国保税の保険料、保険税の予算についてのご質問でございますけども、まず、

当初予算を立てるときの考え方ですけども、２７年中の国保会計全体の予算、医療費等を

見込んで、２７年度の付加額も見込んで一応予算を立てております。それに対して、今回

保険税の改正をさしていただいたわけですけども、本算定の額、それから今後の医療費も

含めて動向を見ながら、今後、９月、１２月議会のところで状況みながら補正を考えさし

ていただきたいと思っております。 

●西嶋議長 

８番、安田議員。 

●安田議員 

１２ページの賦課徴収費でですね、説明の００１賦課徴収費で１６９万９０００円が、

臨時職員の賃金と通勤手当ということで上がっておりますけども、これは普通でしたら、

総務費の方で上がるべきあれじゃないかなという気がしておりますが、このここへ上が

っておるのには、何か訳があるのか。それと、もう１点は、この賦課徴収員の仕事内容を

お聞きしたいと思います。 
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●西嶋議長 

番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

安田議員の質問にお答えします。 

まず、この賦課徴収費の方に上げている理由でございますけども、組み替えについては、

当初説明させていただきましたように、後期高齢者の方の職員が、税の方に配置換えをし

た関係で、税の方へということで、予算を移し替えをさせていただいたということでござ

います。税の方の予算が、税務総務費と賦課徴収費の２本がございまして、今回、賦課徴

収費の方に入れさせてもらいましたのは、正規職員でありますと、大体税務総務費の方で、

予算を組ませていただいたりすることもあるんですけども、臨時職員さんについては、業

務が大体決まっとりまして、２番目の質問と関連しますけども、業務の方が、実際に賦課

徴収を行う際の色んな補助、ということになってまいります。年度当初の賦課の関係、そ

れから書類の整理とかですね。が主なものになってまいります。なかなか臨時職員さんで

すので、正職員のようなところの業務まではできませんので、補助的な業務というところ

で、あくまでも賦課と、賦課はその税金を正しく納付していただくように、お掛けすると

いう内容になりますし、徴収については、納付をいただいたもの。まあ臨時職員に、なか

なか徴収対応までは、してもらうことはないんですけども、そういったお手伝いをしてい

ただくという業務の内容になりますので、賦課徴収費の方で、計上をさせていただいてお

ります。以上です。 

●西嶋議長 

４番・藤原議員。 

●藤原議員 

１０ページでございます。総務費の中の一番下に、企画費として、公共交通対策費、そ

の他補助金１５０万とあります。説明では、三江線利用促進協議会への補助金というふう

に言われましたが、まず、これ確認したいと思います。利用促進協議会への補助金でしょ

うか。 

●西嶋議長 

番外、定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

１５０万が三江線利用促進協議会への補助金かどうかということでございますが、お

っしゃられるとおりでございまして、三江線利用促進協議会への補助金でございます。 

●西嶋議長 

４番、藤原議員。 

●藤原議員 

三江線利用促進協議会なる団体のですね、設立されたのがいつ頃であって、誰が代表で、

どういう活動を今までですね、されておられるか、１５０万という大変大きな金額です。
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その辺のところお聞かせください。 

●西嶋議長 

番外、定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

三江線利用促進協議会につきましては、美郷町を窓口の団体でございまして、構成され

る方につきましては、２６名いらっしゃいます。２６名の主な団体の長の方になっていた

だいております。連合自治会長でありますとか、商工会、観光協会、それから連合婦人会

とか、そういった主な団体の長の方で構成をされております。 

活動につきましては、この目的でございますけれども、三江線の利用促進について、地

域関係機関または委員自ら利用促進の推進者としての役割を果たしていただくというと

ころで、この協議会の規約の中で定めてあります。 

で、具体的な協議会としての個別な活動についてはしておりませんが、側面で色々な活

性化協議会の事業でありますとか、そういったところにつきまして、活用していただくよ

うな周知とか、そういったことをしていただいております。 

●西嶋議長 

４番、藤原議員。 

●藤原議員 

１５０万という非常に大きな補助金です。今聞きますのに、活動実績がほとんどないと

いうふうに私は聞きました。またそういった団体がですね、活動されておると、利用促進

に向けて活動されておるというのを、今まで目にしたことがないわけでありますけど、そ

こへ向けてですね、１５０万、ポンと補助金をつけるということであります。活動実態の

ないその団体に対してしてですね、つけられるわけですけど、具体的にですね、どういう

活動をしますからどうのこうのという、そういうプランが上がってきとるわけでしょう

か。 

●西嶋議長 

番外、定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

この協議会のことでございますけれども、活動実績がないというのは、認識をしており

ます。 

今までこの規約の中に、財務を扱うといいますか、会計という職というものがありませ

んでした。で、それに伴いまして、まあなかなか活動しようにも予算がここにいかないと、

いうところで、まだ総会はしてもおりませんけれども、この協議会の総会を近々さしてい

ただきまして、ちゃんとした会計或いは幹事の方の規定をここに盛り込みまして、それで

ここに補助金を出すことによって、実際に活動していただきたいというところでござい

ます。で、この活動につきましては、予算もいちおう計上させていただいておりますけれ

ども、協議会の総会の方で、ご提案をさしていただくということになりますけれども、今、
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事務局の方で思っておりますのは、美郷町の町民の方が、実際に三江線に乗っていただく

と。まずは乗っていただくということで、利用促進を図るということで、竹駅から石見都

賀駅ここを発着としました旅行商品を造成をしていただいて、三江線の利用を図ってい

ただくと同時に盛り上げていただくということを今、事務局では思っております。以上で

ございます。 

●西嶋議長 

４番、藤原議員。 

●藤原議員 

実態的に活動事態のないところへの補助金交付という中で、今お話の中で、旅行商品を

開発して売っていくんだという話がありました。これはですね、観光協会のやるべき分野

の仕事だと思うわけでありまして、そういったことがメインであればですね、観光協会の

方へ１５０万を交付してですね、活動実態のないような、こんな三江線利用促進協議会へ

交付してもですね、果たしてちゃんとした旅行商品ができるのでしょうか。 

●西嶋議長 

番外、定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

藤原議員おっしゃられるように、観光協会へこの補助金といいますか、旅行の造成のた

めの経費をということも考えました。しかし、三江線、この協議会の中では、今申しまし

たように色々な団体の方々が入っておられるということで、こういった方々に、この補助

金の内容をよく解っていただいて、その団体の会員といいますか、組織の中でも広くこれ

を活用していただきたいというのが、まずもってありました。そういうところで、この三

江線利用促進協議会に、この補助金を出して、事業の方やっていきたいということを今考

えております。 

●西嶋議長 

４番、藤原議員。 

●藤原議員 

いずれにしましてもですね、三江線、今、微妙な局面に来ております。ぜひとも有効活

用していただいてですね、利用促進に向けて動いていただきたいと思いますけど、この事

務にあたられるのは、定住推進課の担当となるわけでしょうか。 

●西嶋議長 

番外、定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

事務局につきましては、これができた当時は、企画財政課でございましたけれども、現

在三江線につきまして、定住推進課でございます。この利用促進協議会の事務局につきま

しても、定住推進課というふうに変更を総会で諮るということになります。 
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●西嶋議長 

４番、藤原議員。 

●藤原議員 

是非とも有効利用していただいてですね、利用促進を図っていただきたいと思います。

以上です。 

●西嶋議長 

１番、原議員。 

●原議員 

大変申し訳ございません。関連で１つ。 

先ほど、藤原議員がですね、いつからこの協議会ができているのかという質問をまずさ

れたと思います。それについて、まだお答えがないように思いますけれども、その辺をお

答えしていただきたいということと、この補助金がですね、以前から、いつからこういっ

た形の補助金が出ていたのか。そして、会計、事業推進ができてないということになれば

ですね、以前から出ていたということになればですね、これ支出がないわけですから、改

めて、またこの事業費の支出をする必要はないというふうに私は考えます。その辺はいか

がでしょうか。 

●西嶋議長 

番外、定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

失礼しました。藤原議員の質問にもございました。この三江線利用促進協議会ができた

のが、昨年の１月からできております。 

で、予算につきましては、この度、１５０万という補助金を初めて計上をさせていただ

いたところでございます。以上です。 

●西嶋議長 

３番、栗原議員。 

●栗原議員 

１４ページの在宅介護支援費のことでお聞きをいたします。 

これ１２００万を超える補正が上がっておりますが、これ事業内容について、お聞かせ

を願えればと思います。 

●西嶋議長 

番外、健康福祉課長。 

●木川健康福祉課長 

栗原議員のご質問にお答えします。 

この在宅介護支援費は、ここに説明欄にありますよう、に人件費のみでございます。以

上です。 
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●西嶋議長 

１番、原議員。 

●原議員 

今回のこの一般会計の補正、殆どがですね、人件費の共済費の率の変更とか、そういっ

たことで説明を受けておりますけれども、１９ページからですね、教育費のところご覧頂

ければと思うんですけども、教育費の中にですね、事務局費そして学校管理費等あります。

そして社会教育総務費あります。この中でですね、事務局員についてはですね。１８００

万。学校管理費については、臨時職員賃金が１２６万、増額となっております。で、社会

教育総務費の中ではですね、マイナスの１５００万ということでございますけれども、全

体的に見るとですね、賃金が率がアップすれば、上がるのは当然だと思いますけれども、

余りにもですね、それぞれの目の中で、増減が激し過ぎるというふうに私は感じておりま

す。こうした形で、職員の異動もそうあったようには見えておりませんし、どういった理

由で、この目の関係で、こういった賃金の移動があったのか。そしてまた学校管理費の中

で、臨時職員賃金が上がっているのか、これは一人増員なのか、その辺をお聞きしたいと

思います。 

●西嶋議長 

番外、教育課長。 

●漆谷教育課長 

先ほどの原議員の質問にお答えいたします。 

教育費の方の人件費ですけれども、昨年は、教育費の中の社会教育総務費の中に課長の

給与を振り当てておりましたが、それを今年度、事務局費の方に変更しております。それ

から、社会教育総務費の中で、昨年、都賀公民館の公民館主事の方、補佐職がしておりま

したけれども、それを今年度、主任主事に変更しておりますので、その分の変更も生じて

おります。そういったところで、社会教育総務費の方が、大幅に減になっておりますのは、

そういった給与の振り分けの関係でございます。で、それから学校管理費の中の賃金でご

ざいますけれども、この１３９万５０００円の中身は、ニコニコサポート事業の学習支援

委員の時間増でございます。で、実質的には、学校図書の司書の方が、若干減額になって

おりますので、実際のところ学習支援員の方の時間は、時間増による増額は、これよりも

多いですけれども、内容としては、そういったところでございます。以上です。 

●西嶋議長 

１番、原議員。 

●原議員 

課長の給与を社会教育総務費から、事務局費の方に回したということですね。で、若干

そういった賃金の今回の理由にもあったように、率的なものもあったり、あるわけですけ

ども、これ、事務局費の方では、１８４０万の増ですよね。５０万ぐらいの増。で、社会

教育総務費の方では、１５００万の減です。ということは、３００万ぐらいですね、課長
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の給与は、今回の改定で上がったということですか。 

●西嶋議長 

番外、教育課長。 

●漆谷教育課長 

先ほどの説明の中で、社会教育の方の職員の異動とそれから事務局費の中で見ている

職員のところの異動が課長職だけではなく、係長が補佐に上がりましたりとか、そういっ

たこともございました。それから、私、すみません、課長の給与が、昨年２７年度は、そ

の前の２６年度に社会教育総務費の中で見ておりましたものを、そのまま引き続き社会

教育総務費の中で、予算化しておりましたので、今年度、そこが事務局費の方がいいので

はないかということで移動したのでございます。以上です。 

●西嶋議長 

１番、原議員。 

●原議員 

他の係長が補佐に上がったというふうな今、説明があったんですが、人員自体が増えて

おる訳ですかね。私が見る限り、余り増えたような感じは受けてないんですけども。当初

も係長の給与、補佐の給与、それぞれの今ある体制の給与というのは、見込まれておった

というふうに思います。そういった中で、３００万増えるというのは、係長が補佐になっ

たけぇ、増えましたということは、理由にはならないというふうに思いますが、いかがで

すか。 

●西嶋議長 

番外、教育課長。 

●漆谷教育課長 

この内容につきましては、大変申し訳ございません。確認いたしましてから、また回答

させていただきたいと思います。 

●西嶋議長 

いいですか。 

●原議員 

はい。 

●西嶋議長 

他にございませんか。 

●西嶋議長 

９番、黒川議員。 

●黒川議員 

ちょっと１つだけお伺いしますけど、１３ページの社会福祉施設費の OA の器機の借

上料、８万２０００円でていますけど、これは、中身と、場所は確か都賀行隣保館という

ふうに聞いたんですけど、ちょっと教えて頂きたいと思いますけど。 
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●西嶋議長 

番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

黒川議員の質問にお答えします。 

社会福祉施設費の OA 器機借上料でございますけども、こちら都賀行隣保館のコピー

機でございまして、以前からもう修理ができないという、部品がないということで聞いて

おりました。ただ今年度は、何とかいけるんじゃないかということで、そのまま使ってお

りましたけども、いよいよ故障しまして、修理が、だましだまし使っておるとこですけど

も、無理ということで、新しくリースをさせていただきたいということで、計上させてい

ただいたところでございます。 

●西嶋議長 

他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第３７号の質疑を終わります。 

続きまして議案第３８号、平成２８年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第１号

について質疑を許します。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いいたします。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第３８号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第３９号、平成２８年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第１号に

ついて、質疑を許します。 

質疑をされます方はページ数を言ってからお願いします。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第３９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４０号、平成２８年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第１号

について質疑を許します。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第４０号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４１号、平成２８年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算

第１号について、質疑を許します。 

（なしの声） 
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●西嶋議長 

無いようですので、議案第４１号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４２号、平成２８年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算第１

号について質疑を許します。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第４２号の質疑を終わります。 

次に、一般事件案の質疑に入ります。 

まず、一般事件案のうち、専決処分の承認を求めることについて、４件の質疑に入りま

す。 

はじめに、議案第４３号、美郷町税条例等の一部を改正する条例について質疑を許しま

す。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第４３号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４４号、美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

質疑を許します。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 無いようですので、議案第４４号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４５号、行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部を改正する条例について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第４５号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４６号、平成２７年度美郷町一般会計補正予算第７号について質疑

を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

１番、原議員。 

●原議員 

平成２７年度の最終の補正ということで、今回専決で上がっております。昨年１２月の

定例会において、新エネルギー対策２０００万円のですね、調査費が上がっておりました。

この調査費の中には、先進視察ということで、ドイツやらあの辺に行かれたというふうに

思いますけれども、その中には、副町長からも報告があったように、当時、議員の皆さん
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方全員にも行ってもらいますと。一人当たり３０万ぐらいかかりますということであり

ました。ということは、その２０００万の中にですね、３３０万円のそういった先進地視

察の旅費、そういったものが、考えられたというふうに私は思います。しかしながら、議

員は一人も行っておりません。ということになればですね、今回最終補正で、その３３０

万というものはですね、単純に言いますと、補正で減にならなくてはいけない。いうふう

に考えます。そういったものも全部含めて、委託をされたというのであればですね、今回

のこの補正の専決には、直接的には関係はないかもしれませんけども、どういった形で、

委託をされたのか。お答えをいただきたいと思います。 

●西嶋議長 

番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

原議員のご質問にお答えしたいと思います。 

この分につきまして、１２月補正で、こうした新エネルギーに関しての委託業務という

ことで、２０００万を計上させてもらいました。まあ、これも含めた中で、これまで、再

生可能エネルギーについてのですね、それぞれの業務委託の分も報告書は、そういった形

では、上がってきておってですね、コンサル業としての中身としては、精査をして完了届

をいただいて実施報告したいというふうに思ってます。ですので、この２０００万につい

ては、先ほど２０００万の内訳について、詳細な部分については、ちょっと後ほどまたご

回答差し上げたいとは思いますが、当初、議員の皆さん方が、まあそうした視察に出向か

れるという部分については、実現しなかったわけですが、金額的には、相殺というのをま

た回答させていただきたいと思います。それから、先ほどありました今年度の補正の中で

上げました３３０万につきましても、今年度のプロポーザル、まあ木質バイオマスとそれ

から小水力発電、この２つのプロポーザル事業についての東京への出張であるとか、中に

はですね、先程ちょっと具体の中では、申し差し上げませんでしたが、場合によっては、

先進地視察ということもですね、また検討していきたいと思います。以上です。 

●西嶋議長 

他に質疑はございませんか。 

１番、原議員。 

●原議員 

先ほどあったように、また後ほどというようなことがですね、教育委員会の方からもあ

りました。今、企画課の方からもありました。こういったことを、また後ほど報告はある

と思うんですが、これは改めて、それに対しての再質問というものはできるんでしょうか。

そういった時間を取って頂けますか。 

●西嶋議長 

暫時休憩をいたします。 

再開は１０時３０分といたします。 
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（ 休憩  午前 １０時 １５分 ） 

（ 再開  午前 １１時  ３分 ） 

 

●西嶋議長 

再開いたします。 

●西嶋議長 

番外、教育課長。 

●漆谷教育課長 

原議員の方からご質問いただきました教育総務費の人件費の差額について、お答えを

させていただきたいと思います。 

教育総務費の事務局費の中で、平成２７年度は、３名の職員給与を見ておりましたが、

２８年度当初予算では、退職者を除いた２名分を計上いたしておりました。この度の補正

で、社会教育総務費から１名分を移動しましたことに加えて、当初で計上しておりません

でした１名分を人件費を計上しましたことにより、こうした差額が生じております。事務

局費としましては、今回の補正で、４名分をこの事務局費の中で見ておるということにな

ります。以上でございます。 

●西嶋議長 

続きまして、議案４６号の質問に移ります。番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

先ほど、原議員からのご質問を受けました資料ついて、皆さんのお手元の方に内訳書を

お渡しをしております。 

平成２７年度の決算につきましては、１２月の補正当時にですね、この表を読み上げま

すと、木質バイオマス発電導入事業計画、これにつきましては、７００万。資源量調査に

つきましては３００万。木材の供給仕組みづくりにつきましては３００万。木質バイオマ

スの発電基本調査について７００万。この時点で、先ほど、ご質問にありました議員の皆

さん方を含めた海外視察ということについては、この７００万の中に含めた予算でござ

いました。議会の開催のこともありまして、木質バイオマスの発電事業につきまして、決

算では６８０万。資源量調査につきましては９０万。木質供給の仕組みづくりにつきまし

ては３００万。バイオマスの発電基本調査につきましては７５０万ということで、木質バ

イオマスの発電基本調査の分については、実際議員さんの方ではお出かけをいただいて

おりませんが、総額の中で増減として、１８０万の決算となっております。以上です。 

それから、平成２８年度予算につきましても、先ほど藤原議員さんの方からお話ありま

したものを、表として付けておりますので、お読み取り頂ければと思います。以上です。 

●西嶋議長 

４６号につきまして、他に質疑ございますか。 

１番、原議員。 
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●原議員 

大変、ご迷惑おかけしました。資料頂きまして、大変わかりやすいと思います。この資

料見ますとですね、決算的には、１８０万のマイナスということになっております。この

マイナスというのはですね、一般会計予算の中ではどのような形になっているのか、とい

うことが１つ。そして全体の２０００万ですね。もしそれが無いとすればですね、そのま

まだとすれば、おそらく２０００万が丸投げで、委託費になっとるというふうに思います

が、そういった場合の、この１８０万、結局、委託費の中で使ってないということであれ

ばですね、これは返還を求められるのか。求められないのか。状況と合わせて、その辺の

ところもお答えください。 

●西嶋議長 

番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

１８０万につきましては、今、お話をしませんでしたが、１８０万につきましては、決

算上は不用額として出ております。以上です。 

●西嶋議長 

はい。他に質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

ないようですので、議案第４６号の質疑を終わります。 

以上で、専決処分の承認を求めることについて４件の質疑を終わります。 

続きまして議案第４７号、公の施設の指定管理者の指定、簡易給水施設１５施設につい

て質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第４７号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４８号、財産の取得、土地及び定着物について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

６番、山本議員。 

●山本議員 

この施設には、温泉が付いておると思うんですが、それも込みになっておるのかという

ことと、例えば、これを今度、県の方へどうせ用地買収で応じたということになると、泉

源は後ろ方にあれば、そのまま残るということになるのか、あとの残りの面積の使い道も

あのところでは、ちょっと何もないようにも思うんですが、残った面積では。その辺りに

ついては、多少なんか計画でもあるのかどうなのかということを、ちょっとお聞きしてお

きたいと思います。 
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●西嶋議長 

番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

泉源については、現地で確認をしておりまして、ただ機械が、相当もう露天のままなん

で、たぶんあれ動かないだろうなと思っております。場所的には、裏の隣の宅地に隣接を

しとるとこでして、今度の道路改良には、直接は影響ないというふうに思っております。

泉源の今回のこの、早く言えば、土地についているのかどうかということで、それも持ち

主と確認をしまして、泉源つきで、この金額ということで確認をしております。 

最終的な用途なんですけれども、これはまだ県道の用地測量、計画自体も済んでません

ので、正確にどのぐらいの団地になるのかというのは、まだわかりません。ただ下隣にな

るんですが、個人宅があるんですけども、おそらく車庫がちょうど道路際に建ってますの

で、おそらく、あの車庫が移転になるのではなかろうかと。そうなると、車庫を建てる土

地がないということになると、代替地とか、そういった可能性もあるかもしれないと。こ

れは、ちょっと私が想像するぐらいの話しなので、何とも言えませんけども、色々な形で

おそらく町場のことなんで、代替地がほしいとかっていう交渉の中で出てくれば、町有地

として団地が残るわけですから、色々な形で利用したいというふうに思います。以上です。 

●西嶋議長 

他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、議案第４８号の質疑を終わります。 

次に、報告事件案１件、報告第１号、平成２７年度美郷町一般会計繰越明許費について

質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

無いようですので、報告第１号の質疑を終わります。 

日程第３、発委の上程、説明、質疑、討論、表決を議題といたします。 

議会運営委員長に提案理由の説明を求めます。 

１１番、佐竹委員長。 

●佐竹議員 

それでは、発委第３号について説明をいたします。 

発委第３号、平成２８年６月９日美郷町議会議長西嶋二郎 様。 

提出者 議会運営委員会委員長佐竹一夫。 

美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、上記の議案を別紙のと

おり、地方自治法第１０９条第６項及び美郷町議会会議規則第１４条第３項の規定によ
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り提出する。 

提案理由ですが、平成２８年美郷町議会第１回定例会におきまして、美郷町議会基本条

例が議決制定されました。 

基本条例では、議会広報紙の発行や、一般会議年２回、計４箇所の議会報告会など、広

聴広報の審査、調査の活動は、１年を通じて行われることになっております。また、予算

関係の議案についても、当初予算や決算期だけでなく、臨時議会において専決処分の審議

を含め、年５回以上の補正予算が提案されていることから、議会の使命のひとつとなって

いる町執行部の行財政の運営、事務処理や事業の実施がすべて適法、適正に、しかも公平、

効率的に、そして民主的に行われているか批判し監視することとなっておりますので、予

算の執行状況についても年間を通じて批判、監視していく必要があります。これらのこと

から、今回、「議会広聴広報」「予算決算」について委員会を常任委員会とするため、本改

正案を提案するものであります。 

美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例案の説明ですが、第２条を改めるもので

して、新旧対照表で説明をいたします。 

改正前、改正後とも、朱書き部分をご覧ください。まず第１項に、ただし書きを追加し、

今まで、予算案の委員会付託を総務、教育民生、産業建設、３常任委員会に付託しており

ましたが、これらをすべて予算決算委員会で行うという規定でございます。次に、第１号

から、第３号の常任委員会の名称から常任を削り、委員定数を７人から８人とするもので

あります。また、新たに常任委員会として、第４号とし、議会の公聴及び広報に関する事

項を審査、調査する議会広聴広報委員会、定数６人。第５号として予算及び決算の議案を

及び予算の執行状況に関する事項を審査、調査をする、予算決算委員会、定数１２人以内

を追加するものであります。また、附則ですが、施行期日を平成２８年６月１５日とし、

通常委員の任期は、２年となっていますので、経過措置といたしまして、この条例の施行

の日以後、初めて選任される第２号、各号の常任委員の任期は、平成２９年７月３１日ま

でといたします。以上が改正内容でございます。よろしくお願いをいたします。 

●西嶋議長 

以上で説明が終わりました。 

質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

質疑がないようですので、質疑を終わります。委員長ご苦労さまでした。 

これより発委第３号、美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についての

討論に入ります。 

反対討論はありませんか。 

（なしの声） 
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●西嶋議長 

賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

討論が無いようですので、討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

発委第３号、美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとお

り決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●西嶋議長 

挙手全員であります。 

よって、発委第３号は、原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は、１４日の火曜日、定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして、散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

（ 散会  午前 １１時 ２０分 ） 


